
大分市上下水道局建設工事等競争入札参加資格審査要綱 

 

平 成 1 8 年 5 月 1 日 

大分市水道事業告示第 20 号 

改正 平成 18 年 7 月 3 日大分市水道事業告示第 25 号 

改正 平成 1９年 7 月１０日大分市水道事業告示第 2３号 

改正 平成２１年１２月８日大分市水道事業告示第７５号 

改正 平成２５年１月１日大分市水道事業告示第１０２号 

改正 平成２8 年１月１４日大分市水道事業告示第５４号 

改正 令和元年１２月２５日大分市上下水道事業告示第１４６号 

改正 令和２年１２月２３日大分市上下水道事業告示第１８０号 

改正 令 和 5 年 4 月 4 日 大 分 市 上 下 水 道 事 業 告 示 第 62 号 

事 業 告 示 第  号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大分市水道事業（以下「水道事業」という。）における工事又は製

造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札（以

下「入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」という。）、資格

審査及び格付の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用の範囲） 

第２条 この要綱は、水道事業における工事のうち配水管布設工事（配水管（導水管及び

送水管を含む。）の布設、布設替、移設工事等をいう。以下同じ。）に適用し、土

木、建築、電気その他の工事及び製造の請負、物件の買入れ等については、大分

市に準ずるものとする。 

 

（資格要件） 

第３条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

ただし、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）において特別の理由がある

と認めたときは、この限りでない。 

⑴ 水道施設工事業及び管工事業について、建設業法（昭和２４年法律第１００号。

以下「法」という。）第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること。 

⑵ 水道施設工事業について、法第２７条の２３に規定する経営事項審査（以下「経

営事項審査」という。）を受けていること。 

⑶ 大分市水道事業給水条例（平成９年大分市条例第４０号）第６条第１項に規定す

る指定給水装置工事事業者であること。 

⑷ 市税を完納していること。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定



する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」とい

う。）でないこと。 

⑹  次に揚げる届出をすべて行っている者（当該届出の義務が有る者に限る。）で

あること。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

 

（審査の申請） 

第４条 上下水道局の発注する配水管布設工事に係る入札に参加しようとする者は、

競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付し

て平成２６年を初年とする隔年の２月１日から３月１０日までに管理者に提出しな

ければならない。 

⑴ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し 

⑵ 経営事項審査の結果の通知書の写し 

⑶ 工事経歴書 

⑷ 大分市上下水道局指定給水装置工事事業者証の写し 

⑸ 市税完納証明書 

⑹ 技術職員名簿 

⑺ その他管理者が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する申請書を提出し、第６条の規定による資

格の認定を受けた者であって、第７条の規定により格付された等級の変更を希望する

ものは、当該申請書を提出した翌年の２月１日から同月末日までに、前項各号に掲げ

る書類を添付して再度申請書を提出することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第６条の規定による資格の認定を受けていない者は、

平成２５年を初年とする隔年の２月１日から同月末日までに、第１項各号に掲げる書

類を添付して申請書を提出することができる。 

 

（申請期間経過後の申請の取扱い） 

第５条 前条に規定する期間経過後に提出された申請書は、受理しないものとする。た

だし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

 

（資格審査） 

第６条 資格審査は、第４条の規定により申請書を提出した者（以下「申請者」とい

う。）について、次に掲げる審査項目により行い、資格の有無を認定する。 

⑴ 経営事項審査の項目及びこれらについての結果 

⑵ 工事経歴 

⑶ 工事成績 

⑷ 法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第１５条第２号イ若しくはハに該当す



る職員の数 

⑸ 信用度 

⑹ その他管理者が必要と認める事項 

２ 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の認定を行わない

ことができる。 

(1) 申請者若しくは必要書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又はそれらに重要

な事実の記載をしなかったとき。 

(2) 審査を行うための実態調査に応じないとき。 

(3) 暴力団関係者である等入札参加資格を与える者として適当でないと判断したとき。 

 

（有資格者の等級の格付） 

第７条 管理者は、前条の資格審査の結果に基づき資格を有すると認定した者（以下

「有資格者」という。）を、Ａ、Ｂ、Ｃの３等級に格付するものとする。 

 

（審査結果の通知及び有資格者名簿への登録） 

第８条 管理者は、第６条第１項の規定による資格の認定及び前条の規定による等級

の格付を行ったときは、その結果を入札参加資格決定通知書（様式第１号）（以下「決

定通知書」という。）により申請者に通知するとともに有資格者名簿（以下「名簿」

という。）に登録するものとする。 

２ 管理者は、第６条第２項の規定により資格の認定を行わないときは、その結果を 

入札参加者として認定しない旨の通知書（様式第２号）により申請者に通知するものと

する。 

３ 前２項の規定による通知を受けた申請者は、資格の認定又は等級の格付について

異議があるときは、当該通知を受けた日から３０日以内に管理者に対し、資格の認定

又は等級の格付の再審査を請求することができる。 

 

（資格審査の結果等の公表） 

第８条の２ 管理者は、前条第１項の決定通知書に記載した事項を公表するものとす

る。 

２ 前項の規定による公表は、名簿を閲覧に供する方法により行うものとし、当該閲覧

に供する場所は、上下水道局総務課とする。 

３ 前項の閲覧は、原則として名簿作成の翌日から開始し、第９条第１項及び第２項の

有効期間の期限をもって終了とする。 

 

（資格及び等級の有効期間） 

第９条 資格及び等級の有効期間は、名簿作成の日の翌日から当該名簿作成の日の属

する年の翌々年の３月３１日までとする。ただし、引き続き次々年度分の申請書を提

出した者に係る有効期間の期限については、当該申請に係る名簿に登録した日の前

日までとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、第４条第２項及び第３項の規定による申請をした者であ

って、資格の認定を受けたものに係る当該資格及び等級の有効期間は、名簿作成の日

の翌日から当該名簿作成の日の属する年の翌年の３月３１日までとする。ただし、引

き続き次々年度分の申請書を提出した者に係る有効期間の期限については、当該申請

に係る名簿に登録した日の前日までとする。 

 

（審査項目及び基準） 

第１０条 第７条に規定する格付は、客観的数値と主観的数値とを合計した数値（以下

「総合点」という。）により、次の表の区分に従って行う。 

等級 総合点 

Ａ １３７０点以上 

Ｂ １２５０点以上１３７０点未満 

Ｃ １２５０点未満 

２ 客観的数値は、水道施設工事に係る経営事項審査の総合評定値とする。 

３ 主観的数値は、次に掲げる数値の合計値とする。 

⑴ 資格を有すると認定した日（以下「審査基準日」という。）の属する年度の前年

度における有資格者に係る大分市上下水道局工事成績評定要綱（平成１４年７月

１４日施行）に基づき評定した配水管布設工事に係る工事成績評定表の点数（以下

「評点」という。）を合計し、当該有資格者の同一年度における配水管布設工事の

件数で除して得た数値（以下「前年度平均評点」という。）に５を乗じて得た数値

（その数値に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てた数値） 

⑵ 審査基準日の属する年度の前々年度における有資格者に係る評点を合計し、当

該有資格者の同一年度における配水管布設工事の件数で除して得た数値（以下

「前々年度平均評点」という。）に５を乗じて得た数値（その数値に小数点以下の

端数が生じたときは、これを切り捨てた数値） 

⑶ 別に定める災害・緊急工事等協力評価点の数値、水道技術者職員数評価点の数値

及び大分市上下水道局優良建設工事表彰評価点の数値の合計値 

４ 審査基準日の前年度又は前々年度からの有資格者であって、前年度又は前々年度

の配水管布設工事の実績のないものについては、前年度平均評点又は前々年度平均

評点は６０として前項の主観的数値の算定を行うものとする。 

５ 水道技術者職員数評価点及び災害・緊急工事等協力事業者評価点の数値はそれぞれ

５０点の範囲内とする。 

６ 大分市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱（平成８年３月

４日施行）に基づき結成された配水管布設工事の共同体の評点は、その構成各員の評

点とする。 

 

 



（等級の変更及び資格の取消し） 

第１１条 管理者は、格付した等級を調整する必要があると認める場合は、これを変更

することができる。 

２ 管理者は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を取り消すこと

ができる。 

⑴ 申請書に虚偽の事項を記載したとき。 

⑵ 有資格者の認定又は等級の格付を受けた後に経営状況が著しく悪化したとき。 

⑶ 請負契約の履行について不誠実な行為をしたとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、暴力団関係者である等有資格者として適当でない

ことが判明したとき。 

３ 管理者は、前２項の規定により格付の変更又は資格の取消しを行った場合は、その

旨を当該有資格者に通知するものとする。 

 

（入札参加者の基準） 

第１２条 第７条の規定により格付された各等級に対する配水管布設工事の発注基準

は、次の表のとおりとし、当該表の区分に従って入札参加者の選定を行うものとす

る。 

等級 設計金額 

Ａ １０００万円以上 

Ｂ ５００万円以上１０００万円未満 

Ｃ ５００万円未満 

 

（入札参加者の選定の特例） 

第１３条 管理者は、入札において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわら

ず、その金額に対応する等級の直近上位又は直近下位にある者を入札に参加させる

ことができる。ただし、その数は、指名しようとする数の１０分の４を超えることが

できないものとする。 

２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する配水管布設工事については、当該等級の

格付にかかわらず、その金額に対応する等級より上位の等級にある者を入札に参加

させることができる。 

⑴ 災害復旧等で緊急又は短期間に完成する必要がある配水管布設工事 

⑵ 特定の機械を必要とする配水管布設工事 

⑶ 特別な技術を必要とする配水管布設工事 

⑷ 事業計画により、当該年度以降に大規模工事を発注することが予想される配水

管布設工事 

⑸ 大規模工事に密接な関連のある小規模工事 



３ 管理者は、特に必要があると認めた場合に限り、当該工事に係る等級の格付又は資

格の認定を受けない者であっても当該工事の入札に参加する資格を与えることがで

きる。 

 

（随意契約の方法による場合の規定の準用） 

第１４条 第１２条及び前条の規定は、随意契約の方法による場合の請負者の選定に

ついて準用する。この場合において第１２条中「入札参加者」とあるのは「請負者」

と、前第１項及び第２項中「を入札に参加させる」とあるのは「と随意契約を締結す

る」と、同条第３項中「の入札に参加」とあるのは「を受注」とそれぞれ読み替える

ものとする。 

 

（委員会の組織等） 

第１５条 第６条の資格審査に関し、必要な事項を審査するため、大分市上下水道局建

設工事等競争入札参加資格審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、委員長は上下水道部

長、副委員長及び委員はその他の職員のうちから管理者が命ずる。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理

する。 

５ 委員会の庶務は、総務課において行う。 

 

（委員会の会議） 

第１６条 委員会は、委員長がこれを招集し、毎年１回開くものとする。ただし、委員

長が必要と認めたときは、臨時に委員会を開くことができる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める 

附 則 （平成１８年大分市水道事業告示第２０号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１８年度から平成２１年度までの間、資格要件に係る第３条第２号の規定の適

用については、同号中「水道施設工事業」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度に

応じて、当該右欄に掲げる語句に読み替えて、これを適用するものとする。 

平成１８年度 管工事業 

平成１９年度 水道施設工事業及び管工事業 

平成２０年度 水道施設工事業及び管工事業 

平成２１年度 水道施設工事業及び管工事業 



３ 平成１８年度から平成２１年度までの間、等級の格付けに係る第１０条第２項の規

定の適用については、同項中「水道施設工事に係る経営事項審査の総合評定値」とあ

るのは、次の表の左欄に掲げる年度に応じて、当該右欄の掲げる語句に読み替えて、

これを適用するものとする。 

平成１８年度 管工事に係る経営事項審査の総合評定値 

平成１９年度 

管工事に係る経営事項審査の総合評定値に１００分の７５

を乗じて得た数値と水道施設工事に係る経営事項審査の総

合評定値に１００分の２５を乗じて得た数値を合計した数

値 

平成２０年度 

管工事に係る経営事項審査の総合評定値に１００分の５０

を乗じて得た数値と水道施設工事に係る経営事項審査の総

合評定値に１００分の５０を乗じて得た数値を合計した数

値 

平成２１年度 

管工事に係る経営事項審査の総合評定値に１００分の２５

を乗じて得た数値と水道施設工事に係る経営事項審査の総

合評定値に１００分の７５を乗じて得た数値を合計した数

値 

４ 平成１８年度における主観的数値に係る第１０条第３項及び第４項の規定の適用

については、同条第３項各号列記以外の部分中「次に掲げる数値の合計値」とある

のは「第１号に掲げる数値」とし、同条第４項中「前年度又は前々年度」とあるの

は「前年度」と、「前年度平均評点又は前々年度平均評点」とあるのは「前年度平均

評点」とする。 

５ 平成１８年度から平成２１年度の間に限り、第６条及び第7条の規定の適用により

当該年度の等級が前年度における等級の２等級以上下位の等級に格付けされること

となる場合は、当該年度の等級は前年度における等級の１等級下位の等級とする。 

６ 平成１７年度からの有資格者であって平成１７年度の配水管布設工事の実績のな

いものについては、平成１８年度に限り、第１０条第４項の規定を適用しない。 

 

附 則 （平成１８年大分市水道事業告示第２５号） 

この要綱は、平成１８年７月３日から施行する。 

附 則 （平成１９年大分市水道事業告示第２３号） 

１ この要綱は、平成１９年７月１０日から施行する。 

２ 要綱第１０条の３項の３号及び５項、６項の審査項目及び基準については、平成２

０年度以降の競争入札参加資格審査より適用する。 

  附 則 （平成２１年大分市水道事業告示第７５号） 

 この要綱は、平成２１年１２月８日から施行する。 

附 則 （平成２４年大分市水道事業告示第１０２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年１月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日において、現に大分市上下水道局建設工事等競争入札

参加資格要綱（以下「要綱」という。）第８条第１項に規定する名簿に登録されてい

る者の当該登録されている資格及び等級の有効期間は、平成２６年３月３１日まで

とする。ただし、引き続き次々年度分の申請書を提出した者に係る有効期間の期限に

ついては、当該申請に係る名簿に登録した日の前日までとする。 

３ この告示の施行の日の前日において、現に要綱第８条第１項に規定する名簿に登

録されている者であって、要綱第７条の規定により格付された等級の変更を希望す

るものは、平成２５年２月１日から同月末日までに要綱第４条第２項による申請を

することができる。 

４ 前項の場合において、当該申請に基づく資格の認定を受けた者に係る当該資格及

び等級の有効期間は、名簿作成の日の翌日から平成２６年３月３１日までとする。た

だし、引き続き次々年度分の申請書を提出した者に係る有効期間の期限については、

当該申請に係る名簿に登録した日の前日までとする。 

附則（平成２７年大分市水道事業告示第５４号） 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年１月１４日から施行する 

(経過措置) 

２ この告示の施行の日の前日において、現に大分市上下水道局建設工事競争入札参加

資格審査要綱（以下「要綱」という。）第８条に規定する有資格者名簿に登録されてい

る者の入札参加資格は、当該入札参加資格に係る要綱第９条の規定による有効期間が

満了 するまでの間は、なお従前の例による。 

附則（令和元年大分市上下水道事業告示第１４６号） 

（施行期日） 

この要綱は、令和元年１２月２５日から施行する 

(経過措置) 

２ この告示の施行の日の前日において、現に大分市上下水道局建設工事競争入札参加

資格審査要綱（以下「要綱」という。）第８条に規定する有資格者名簿に登録されてい

る者の入札参加資格は、当該入札参加資格に係る要綱第９条の規定による有効期間が

満了 するまでの間は、なお従前の例による。 

附則（令和２年大分市上下水道事業告示第１８０号） 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年１２月２３日から施行する 

(経過措置) 

２ この告示の施行の日の前日において、現に大分市上下水道局建設工事競争入札参加

資格審査要綱（以下「要綱」という。）第８条に規定する有資格者名簿に登録されている

者の入札参加資格は、当該入札参加資格に係る要綱第９条の規定による有効期間が満了 

するまでの間は、なお従前の例による。 

附則（令和５年大分市上下水道事業告示第６２号） 



（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月４日から施行する 

 

 


